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広島県工事中情報共有システム（市町等発注版）　　利用の流れ

情報共有システム 受注者 発注者
（案件担当者） （案件担当者）

申込者
（受注者）

ＡＳＰ運営者
（広島県土木協会）

土木協会ポータルサイトから、利用申込書・
利用規約のセットをダウンロードする。

利用申込書を土木協会に提出（E-Mail）する。

利用申込書に必要事項を記入する。

利用申込の確認を行う。

※不備がある場合は、受注者（窓口担当者）
に確認し、訂正されたものを送付してもらう。

※既に利用中のユーザ（特に発注者）に、既
存ユーザIDが記入されていない場合は、調査
し追記する。

利用申込書を受理する。

案件情報、利用情報シートの内容を
情報共有システムへ登録する。

・受注者
→会社情報を登録する、ユーザ情報を登録す
る
・発注者
→ユーザ情報を確認する

・案件
→案件情報を登録する。

担当設定（受注者、発注者）を行う。

確認内容を回答する。

新
規
申
込
・
案
件
登
録

受注者情報登録

→会社情報登録

案件情報登録

→案件情報登録

案件担当者設定

→担当者情報設定

ユーザIDとパスワード
通知を受信

利用料金の振り込みを行う。

開始

支払状況を確認する。

※必要に応じ、料金督促、利用停止措置

申込完了通知の送付。

☆利用契約の成立

利用料の振込先を通知

利用開始を案件関係者
に連絡

利用開始の連絡を受け
て、利用開始

発注者の監督員・検査
監等を通知する。
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広島県工事中情報共有システム（市町等発注版）　　利用の流れ

情報共有システム 受注者 発注者
（案件担当者） （案件担当者）

申込者
（受注者）

ＡＳＰ運営者
（広島県土木協会）

変
更
申
込
等

受注者の追加・担当変
更を行う

案件担当者変更

→担当者情報追加・変更

ユーザIDとパスワード
通知（新規利用者）

発注者の監督員・検査
監等の変更を通知する。

担当設定（発注者）を行う。

発注者ユーザの追加

→ユーザ情報登録

利用開始を受け、システ
ムの利用を開始する。

新規担当者など、関係
者へ変更完了を連絡
する。

システム未登録の担当
者（発注者）情報を連絡

利用申込書を土木協会に提出（E-Mail）する。

申込完了通知書と共に送付されている変更
申込書に必要事項を記入する。
・発注者担当の変更
・工期、請負金額の変更

変更申込の確認を行う。

※不備がある場合は、受注者（窓口担当者）に
確認し、訂正されたものを送付してもらう。

※既存発注者ユーザにいない発注者の場合は、
市町村管理者に確認する。

変更申込書を受理する。

確認内容を回答する。

変更内容を
情報共有システムへ登録する。

・案件
→工期、金額を変更する
・発注者
→ユーザ情報を確認する

案件担当者変更

→担当者情報追加・変更

案件情報変更

→工期、金額の変更

案件の契約内容の変更，発注者の追加・担当変更

受注者の追加・担当変更
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情報共有システム 受注者 発注者
（案件担当者） （案件担当者）

申込者
（受注者）

ＡＳＰ運営者
（広島県土木協会）

利
用
終
了

開始（検査完了など）

システムの利用完了を
行う。

案件完了処理

利用終了通知 利用終了通知

完了督促通知

（工期終了日の30日後）

完了督促通知を受信す
る。

システムの利用完了を
行う。
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情報共有システム 受注者 発注者
（案件担当者） （案件担当者）

申込者
（受注者）

ＡＳＰ運営者
（広島県土木協会）

利
用
停
止

【ASP運営者から利用停止】事由：利用料金支払い遅滞、その他（禁止事項違反等）

警告通知
・料金支払遅滞

・利用不適切の警告通

（警告）通知メール受信

利用停止の手続き

料金支払遅延、禁止事
項違反等に該当

事由の確認

利用停止の指示

申込者、利用者への通知は不要

利用再開依頼

利用再開を依頼する
料金徴収状況確認

規約違反是正確認等

利用再開の手続き
利
用
再
開

申込者、利用者への通知は不要

案件ロックアウト処理

※利用停止

案件ロックアウト解除処理

※利用停止の解除
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